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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

大
韓
航
空
機
の
領
空
侵
犯
及
び
撃
墜
事
件
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と
を
政
府
に
要
求
し
た
国
会
決 

議
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
年
二
月
二
十
四
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

坂 

田 
道 

太 

殿 

提 

出 

者 
 

大 

出 
 

俊 

 

一 

 



 

政
府
は
、
衆
参
両
院
全
会
一
致
に
よ
る
真
相
究
明
要
求
決
議
を
受
け
な
が
ら
、
何
ひ
と
つ
実
効
あ
る
調
査
活
動

を
し
よ
う
と
せ
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
（
国
際
民
間
航
空
機
関
）
に
対
す
る
形
式
的
で
内
容
の
な
い
資
料
提
供
を
も
つ
て
、

事
件
の
真
相
解
明
活
動
に
す
り
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
到
底
容
認
で
き
な
い
。 

大
韓
航
空
〇
〇
七
便
が
昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
、
大
幅
な
航
路
逸
脱
を
し
た
結
果
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
及

び
サ
ハ
リ
ン
の
ソ
連
領
空
を
侵
犯
し
、
ソ
連
軍
戦
闘
機
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
受
け
、
乗
客
・
乗
員
二
百
六
十
九
名

と
と
も
に
撃
墜
さ
れ
た
事
件
は
国
際
的
大
事
件
で
あ
り
、
私
は
事
件
直
後
か
ら
、
何
度
も
真
相
解
明
を
目
的
と
す

る
質
問
を
行
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
次
の
質
問
を
す
る
。 

大
韓
航
空
機
の
領
空
侵
犯
及
び
撃
墜
事
件
の
全
貌
を
解
明
す
る
こ
と
を
政
府
に
要
求
し
た
国
会
決 

議
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

四 

大
韓
機
の
航
跡
は
航
空
自
衛
隊
の
稚
内
、
網
走
、
根
室
の
三
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
の
レ
ー
ダ
ー
が
捕
捉
し
て
い

た
と
認
識
し
て
い
る
が
、
捕
捉
で
き
な
か
つ
た
レ
ー
ダ
ー
は
あ
つ
た
か
。
仮
に
あ
つ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
こ 

三 

政
府
は
、
日
本
政
府
と
し
て
の
調
査
結
果
を
い
つ
公
表
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
。 

一 
政
府
が
大
韓
機
事
件
に
関
す
る
真
相
解
明
の
た
め
の
調
査
・
研
究
を
、
事
件
後
今
日
に
至
る
間
、
具
体
的
に

委
嘱
し
た
航
空
技
術
専
門
家
は
い
る
か
。 

二 

政
府
は
、
衆
参
両
院
全
会
一
致
の
国
会
決
議
を
受
け
て
後
、
今
日
に
至
る
間
、
大
韓
機
事
件
の
真
相
解
明
を

目
的
と
し
て
、
い
か
な
る
予
算
措
置
を
し
、
概
ね
内
訳
で
ど
の
よ
う
な
支
出
を
し
た
か
。
仮
に
予
算
措
置
を
し

て
い
な
い
と
す
る
と
、
な
ぜ
し
な
い
の
か
理
由
を
示
せ
。 

来
る
九
月
一
日
ま
で
に
政
府
と
し
て
責
任
あ
る
「
中
間
報
告
」
を
す
る
意
思
は
な
い
か
。 

い
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
専
門
家
に
調
査
さ
せ
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
せ
。 

い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
具
体
的
に
誰
々
か
。
そ
の
者
ら
の
職
、
氏
名
を
示
せ
。 

四 

 



 

五 

大
韓
機
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
か
ら
の
応
答
電
波
は
稚
内
、
網
走
、
根
室
の
三
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
の
Ｓ
Ｓ
Ｒ

（
二
次
監
視
レ
ー
ダ
ー
）
が
受
信
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
が
、
受
信
で
き
な
か
つ
た
レ
ー
ダ
ー
は
あ
つ
た

か
。
仮
に
あ
つ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
こ
か
。 

六 

航
空
自
衛
隊
の
レ
ー
ダ
ー
が
大
韓
機
を
は
じ
め
て
捕
捉
し
た
と
き
及
び
そ
の
後
捕
捉
で
き
な
く
な
つ
た
と
き

の
各
正
確
な
時
刻
、
そ
の
と
き
の
同
機
の
正
確
な
位
置
（
緯
度
、
経
度
）
、
そ
の
地
点
ま
で
の
網
走
、
根
室
、
稚

内
の
各
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
か
ら
の
正
確
な
水
平
距
離
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
示
せ
。 

七 

航
空
自
衛
隊
の
レ
ー
ダ
ー
が
大
韓
機
か
ら
「
1
3
0
0
」
な
る
応
答
電
波
を
は
じ
め
て
受
信
し
た
と
き
及
び
そ

の
後
そ
の
応
答
電
波
を
受
信
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
の
各
正
確
な
時
刻
、
そ
の
と
き
の
同
機
の
正
確
な
位
置

（
緯
度
、
経
度
）
、
そ
の
地
点
ま
で
の
網
走
、
根
室
、
稚
内
の
各
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
か
ら
の
正
確
な
水
平
距
離

（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
示
せ
。 

か
。 

五 

 



 

九 

事
件
当
時
、
稚
内
基
地
内
で
移
動
警
戒
隊
が
整
備
し
て
い
た
三
次
元
レ
ー
ダ
ー
は
誰
が
そ
の
本
体
を
製
造

し
、
誰
が
、
い
つ
（
年
月
日
）
、
本
体
価
格
い
く
ら
で
、
国
と
売
買
契
約
を
し
た
も
の
で
あ
る
か
（
本
体
価
格
だ

け
を
特
定
し
難
い
と
き
は
そ
れ
に
近
い
も
の
を
示
せ
）
。 

八 
事
件
当
時
、
網
走
、
根
室
、
稚
内
の
各
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
に
整
備
さ
れ
て
い
た
航
空
自
衛
隊
の
三
次
元
レ
ー

ダ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
が
そ
の
本
体
を
製
造
し
、
誰
が
、
い
つ
（
年
月
日
）
、
本
体
価
格
い
く
ら
で
、
国
と
売
買

契
約
を
し
た
も
の
で
あ
る
か
（
本
体
価
格
だ
け
を
特
定
し
難
い
と
き
は
そ
れ
に
近
い
も
の
を
示
せ
）
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
三
次
元
レ
ー
ダ
ー
一
基
の
整
備
に
要
し
た
一
式
費
用
の
金
額
と
そ
の
概
ね
の
内
訳
を
示
せ
。 

十 

事
件
当
時
の
網
走
、
根
室
、
稚
内
の
各
三
次
元
レ
ー
ダ
ー
の
設
置
場
所
は
、
す
べ
て
基
地
外
の
上
空
、
海
上

か
ら
容
易
に
目
撃
可
能
で
、
内
外
の
専
門
家
に
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
写
真
そ
の
他
の
映
像
も

市
販
の
刊
行
物
（
例
え
ば
「
世
界
週
報
」
）
や
テ
レ
ビ
放
送
（
例
え
ば
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
」
）
で
広
く
公
表
さ
れ
て
い

る
。 

六 

 



 

十
三 

昭
和
四
十
三
年
七
月
一
日
現
在
及
び
昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
現
在
、
左
の
職
に
あ
つ
た
者
の
正
式
な
職

名
、
階
級
、
氏
名
を
示
せ
。 

十
二 

政
府
は
既
に
、
稚
内
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
か
ら
約
二
百
九
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
遠
の
大
韓
機
の
機
影
は
捕

捉
で
き
な
か
つ
た
と
公
表
し
て
い
る
が
、
仮
に
右
の
公
表
が
事
実
と
す
れ
ば
、
政
府
自
ら
、
自
衛
隊
の
「
レ
ー

ダ
ー
の
性
能
」
を
公
表
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
か
。 

十
一 

中
曽
根
康
弘
内
閣
総
理
大
臣
は
自
衛
隊
法
第
七
条
に
よ
る
自
衛
隊
の

高
の
指
揮
監
督
権
者
と
し
て
、
国

民
の
疑
惑
が
政
府
・
防
衛
当
局
に
よ
る
「
レ
ー
ダ
ー
情
報
隠
し
」
に
集
中
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
国
民
の
信
頼
を
失

つ
て
ま
で
一
体
何
の
た
め
に
、
誰
に
対
し
て
、
既
に
歴
史
に
属
す
る
大
韓
機
事
件
当
時
の
「
レ
ー
ダ
ー
の
性
能
」

を
秘
密
に
し
た
い
の
で
あ
る
か
。 

(1)
陸
幕
長 

(2)
陸
幕
調
査
部
長 

(3)
陸
幕
調
査
部
第
二
課
長 

(4)
陸
幕
調
査
部
第
二
課
別
室
長 

(5)
陸
幕
・
東 

事
件
当
時
の
右
三
レ
ー
ダ
ー
の
各
設
置
場
所
の
正
確
な
海
抜
高
度
（
メ
ー
ト
ル
）
を
示
せ
。 

七 

 



 

十
六 

事
件
当
日
の
朝
、
大
韓
機
の
救
難
を
目
的
と
し
て
、
Ｐ
―

2
Ｊ
対
潜
哨
戒
機
二
機
に
対
し
、
出
動
を
命
じ

た

高
位
の
指
揮
官
及
び
出
動
命
令
を
受
け
た
Ｐ
―

2
Ｊ
対
潜
哨
戒
機
二
機
が
所
属
す
る
飛
行
隊
の
長
及
び
各 

十
五 

事
件
当
日
の
朝
、
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
で
、
非
常
呼
集
の
対
象
と
な
つ
た
部
隊
名
及
び
各
部
隊
の
概
ね
の

対
象
人
員
を
示
せ
。 

十
四 

事
件
当
日
の
朝
、
千
歳
、
三
沢
の
航
空
自
衛
隊
要
員
に
対
し
、
非
常
呼
集
を
発
令
し
た

高
位
の
指
揮
官

の
職
、
氏
名
を
示
せ
。 

千
歳
通
信
所
の
長
た
る
職 

(6)
同
通
信
所
稚
内
分
遣
隊
の
長
た
る
職 

(7)
同
通
信
所
根
室
分
遣
隊
の
長
た
る
職 

(8)
陸
幕
・
米
子
通
信
所
の
長
た
る
職 

(9)
空
幕
長 

(10)
航
空
自
衛
隊
航
空
作
戦
管
制
所
（
府
中
）
を
直
接
運
用
す

る
者
ら
の
長
た
る
職 

(11)
北
部
防
空
管
制
指
令
所
（
三
沢
）
を
直
接
運
用
す
る
者
ら
の
長
た
る
職 

(12)
稚
内
の
防

空
監
視
所
を
直
接
運
用
す
る
者
ら
の
長
た
る
職 

(13)
網
走
の
防
空
監
視
所
を
直
接
運
用
す
る
者
ら
の
長
た
る
職 

(14)
根
室
の
防
空
監
視
所
を
直
接
運
用
す
る
者
ら
の
長
た
る
職 

八 

 



 

職 

(3)
陸
幕
・
米
子
通
信
所
の
夜
間
当
直
者
の
長
た
る
職 

(4)
航
空
自
衛
隊
航
空
作
戦
管
制
所
（
府
中
）
の
夜
間

当
直
者
の
長
た
る
職 

(5)
北
部
防
空
管
制
指
令
所
（
三
沢
）
の
夜
間
当
直
者
の
長
た
る
職 

(6)
稚
内
、
網
走
、
根

室
の
各
防
空
監
視
所
の
各
夜
間
当
直
者
の
長
た
る
職 
(7)
北
部
航
空
警
戒
管
制
団
の
北
部
警
戒
資
料
隊
の
長
た

る
職 

(8)
同
資
料
隊
稚
内
分
遣
隊
の
長
た
る
職 

十
八 

事
件
当
日
午
前
三
時
頃
、
左
の
職
に
あ
つ
た
者
の
正
式
職
名
、
階
級
、
氏
名
を
示
せ
。 

十
七 

空
幕
及
び
海
幕
に
お
い
て
、
第
一
線
自
衛
隊
要
員
に
対
す
る
各
非
常
呼
集
は
、
事
件
当
日
の
朝
、
午
前
四

時
以
前
に
出
さ
れ
て
い
た
と
認
識
し
て
よ
い
か
。 

(1)
陸
幕
・
東
千
歳
通
信
所
の
夜
間
当
直
者
の
長
た
る
職 

(2)
同
通
信
所
稚
内
分
遣
隊
の
夜
間
当
直
者
の
長
た
る 

仮
に
、
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
千
歳
、
三
沢
の
各
飛
行
隊
要
員
及
び
大
湊
、
八
戸
の
各
艦
艇
、
Ｐ
―

2
Ｊ

対
潜
哨
戒
機
要
員
に
対
し
、
非
常
呼
集
又
は
出
動
命
令
を
発
し
た
正
確
な
時
刻
を
示
せ
。 

機
の
機
長
の
各
職
、
氏
名
を
示
せ
。 

九 

 



 

十
九 
事
件
当
時
、
東
千
歳
通
信
所
に
整
備
さ
れ
て
い
た
「
象
の
お
り
」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
巨
大
ア
ン
テ
ナ
は
一

式
概
ね
い
く
ら
で
整
備
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。
ま
た
同
通
信
所
全
体
の
整
備
費
と
し
て
、
概
算
い
く
ら
支
出
し

て
い
た
か
。 

二
十
四 

昭
和
五
十
七
年
度
末
現
在
ま
で
に
、
国
民
は
航
空
自
衛
隊
の
通
信
傍
受
施
設
の
整
備
費
と
し
て
、
総
合 

二
十
三 

事
件
当
時
、
航
空
自
衛
隊
に
所
属
し
た
全
通
信
傍
受
施
設
の
所
在
地
を
示
せ
。 

二
十
二 

昭
和
五
十
七
年
度
末
現
在
ま
で
に
、
国
民
は
陸
幕
調
査
部
二
課
別
室
に
所
属
す
る
全
通
信
傍
受
シ
ス
テ

ム
の
整
備
費
と
し
て
、
総
額
で
、
概
ね
い
く
ら
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
。 

二
十
一 

事
件
当
時
、
陸
幕
調
査
部
二
課
別
室
に
所
属
し
た
全
通
信
傍
受
施
設
の
所
在
地
を
示
せ
。 

二
十 

事
件
当
時
、
米
子
通
信
所
に
整
備
さ
れ
て
い
た
「
象
の
お
り
」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
巨
大
ア
ン
テ
ナ
は
一
式

概
ね
い
く
ら
で
整
備
さ
れ
て
い
た
も
の
か
。
ま
た
同
通
信
所
全
体
の
整
備
費
と
し
て
概
算
い
く
ら
支
出
し
て
い

た
か
。 

一
〇 

 



 

二
十
七 

政
府
は
、
大
韓
機
が
事
件
当
日
午
前

3
時

02
分
頃
右
方
向
に
、
同

09
分
頃
左
方
向
に
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き

く
旋
回
し
た
事
実
を
認
識
し
て
い
る
か
。 

二
十
六 

政
府
は
、
航
空
自
衛
隊
が
公
表
し
た
大
韓
機
の
航
跡
を
そ
の
ま
ま
北
東
方
向
に
延
長
す
る
と
、
日
米
両

国
政
府
が
事
件
直
後
の
国
連
安
保
理
事
会
の
議
場
の
テ
レ
ビ
で
公
表
し
た
同
機
の
ニ
ー
バ
点
北
方
の
航
跡
に
は

絶
対
に
接
続
し
な
い
と
い
う
事
実
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

二
十
五 
運
輸
省
の
上
品
山
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
及
び
横
津
岳
航
空
路
監
視
レ
ー
ダ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
誰
が

レ
ー
ダ
ー
本
体
を
製
造
し
、
誰
が
い
つ
（
年
月
日
）
、
い
く
ら
で
国
に
売
渡
し
た
レ
ー
ダ
ー
か
。 

ま
た
、
そ
の

大
覆
域
は
、
気
象
条
件
等

良
の
条
件
下
で
、
目
標
が
高
度
三
万
二
千
フ
ィ
ー
ト
の
ボ
ー
イ

ン
グ

7
4
7
型
機
の
場
合
、
技
術
的
に
は

大
限
何
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
ま
で
捕
捉
可
能
か
。 

計
額
で
、
概
ね
い
く
ら
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
。 

特
に
後
者
に
つ
い
て
は
政
府
が
公
表
し
た
ソ
連
機
の
交
信
傍
受
記
録
に
も
出
て
い
る
が
、
政
府
の
認
識
は
ど 

一
一 

 



 

二
十
九 

政
府
は
、
大
韓
機
が
我
が
国
の
管
制
当
局
に
対
し
、
午
前

3
時

20
分

20
秒
に
「
三
万
三
千
フ
ィ
ー
ト
を

今
離
脱
し
ま
す
」
と
通
信
し
た
と
き
の
、
同
機
の
実
際
の
高
度
は
約
二
万
九
千
フ
ィ
ー
ト
（
や
や
高
気
圧
で
あ
る 

二
十
八 
政
府
は
、
大
韓
機
が
我
が
国
の
航
空
管
制
当
局
に
対
し
、
一
貫
し
て
高
度
三
万
三
千
フ
ィ
ー
ト
で
飛
行

し
て
い
る
旨
の
虚
偽
報
告
を
し
て
い
た
と
き
、
同
機
は
午
前

3
時

12
分
頃
か
ら
同

15
分
頃
に
か
け
て
、
実
際
に

は
高
度
を
約
三
千
フ
ィ
ー
ト
下
げ
て
、
同

15
分
現
在
は
高
度
約
二
万
九
千
フ
ィ
ー
ト
（
東
京
国
際
対
空
通
信
局

へ
の
同
機
か
ら
の
報
告
と
は
約
四
千
フ
ィ
ー
ト
差
が
あ
る
高
度
）
で
飛
行
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
下
降
は

同
機
乗
員
の
人
為
的
操
作
な
し
に
は
絶
対
に
起
こ
り
得
な
い
現
象
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

う
か
。 

仮
に
同
機
乗
員
の
人
為
的
操
作
な
し
に
、
同
機
が
三
千
フ
ィ
ー
ト
乃
至
四
千
フ
ィ
ー
ト
下
降
す
る
場
合
が
あ

り
得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
当
時
の
高
層
気
象
デ
ー
タ
な
ど
に
照
ら
し
て
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
場
合
か
を

示
せ
。 

一
二 

 



 

三
十 

政
府
は
、
大
韓
機
が
我
が
国
の
管
制
当
局
に
対
し
、
午
前

3
時

23
分

05
秒
に
「
三
万
五
千
フ
ィ
ー
ト
に
達

し
ま
し
た
」
と
通
信
し
た
と
き
の
同
機
の
実
際
の
高
度
は
約
三
万
二
千
フ
ィ
ー
ト
（
報
告
と
は
約
三
千
フ
ィ
ー
ト

の
差
）
で
あ
り
、
し
か
も
二
千
フ
ィ
ー
ト
幅
の
上
昇
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
ロ
メ
オ

20
の

ル

ー

ト

で

三

千

フ
ィ
ー
ト
も
一
挙
に
上
昇
し
て
い
る
事
実
は
、
同
機
の
乗
員
が
我
が
国
管
制
当
局
の
指
示
を
全
く
無
視
し
て
、 

当
該
地
域
の
高
層
気
象
デ
ー
タ
か
ら
判
断
す
る
と
、
標
準
気
圧
に
セ
ッ
ト
さ
れ
た
大
韓
機
の
機
内
の
高
度
計
は

概
ね
二
万
八
千
八
百
フ
ィ
ー
ト
程
度
を
同
機
乗
員
に
示
し
て
い
た
）
で
あ
つ
た
と
い
う
事
実
は
そ
の
前
の
約

三
千
フ
ィ
ー
ト
乃
至
約
四
千
フ
ィ
ー
ト
の
管
制
当
局
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
無
断
下
降
の
事
実
と
考
え
あ
わ

せ
る
と
、
同
機
乗
員
は
同
機
の
高
度
計
の
数
字
を
無
視
し
て
管
制
当
局
に
対
し
、
故
意
に
虚
偽
の
報
告
を
し
た

も
の
で
あ
る
と
明
確
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

仮
に
同
機
乗
員
が
同
機
の
大
幅
な
下
降
の
事
実
に
全
く
気
が
つ
か
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
い
か
な
る
場
合
か
具
体
的
に
示
せ
。 

一
三 

 



 

三
十
二 

政
府
は
、
事
件
直
後
か
ら
今
日
ま
で
大
韓
航
空
〇
〇
七
便
及
び
大
韓
航
空
〇
一
五
便
が
米
国
及
び
我
が

国
の
航
空
管
制
当
局
に
対
し
、
大
韓
航
空
〇
〇
七
便
の
実
際
の
位
置
、
高
度
、
速
度
等
に
つ
い
て
、
故
意
に
虚

偽
報
告
を
し
て
い
た
疑
い
が
明
確
に
存
在
し
た
の
に
、
な
ぜ
大
韓
航
空
側
の
通
話
者
が
誰
で
あ
る
の
か
、
特
定

明
確
化
す
る
程
度
の
、
真
相
解
明
の
た
め
の
初
歩
的
努
力
を
し
な
か
つ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
せ
。 

三

十

一 

政
府
は
、
大
韓
機
か
ら
の

後
の
微
弱
通
信
を
解
析
し
た
結
果
、

後
のO

N
E

 T
W

O
 D

E
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T
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のO
N

E
 T

W
O

の
部
分
か
ら
「
音
声
の
周
波
数
が
や
や
高
く
な
つ
て
お
り
、
心
理
状
態
に
変
化
が
あ
つ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
」
と
公
表
し
て
い
る
が
、
音
声
の
周
波
数
は
そ
の
前
後
で
具
体
的
に
い
く
つ
か
ら
い
く
つ
に

変
化
し
て
い
る
の
か
。 

仮
に
、
同
機
乗
員
が
そ
の
前
の
大
幅
な
下
降
に
も
気
が
つ
か
ず
、
ま
た
、
一
挙
に
三
千
フ
ィ
ー
ト
上
昇
し
た

事
実
に
も
気
が
つ
か
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
場
合
か
具
体
的
に
示
せ
。 

勝
手
に
同
機
を
操
作
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
、
明
確
に
認
識
し
て
い
る
か
。 

一
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三
十
三 

政
府
は
、
事
件
後
満
二
年
目
を
迎
え
る
来
る
九
月
一
日
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
左
の
事
項
に
つ
い
て
、

解
析
結
果
を
公
表
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
政
府
に
は
そ
の
意
思
が
あ
る
か
。 

(2) 

大
韓
航
空
〇
〇
七
便
が
Ｇ
Ｍ
Ｔ

12
時

50
分

12
秒
に
米
国
管
制
当
局
と
の
間
で
行
つ
た
通
信
及
び
同
機
が

Ｇ
Ｍ
Ｔ

18
時

23
分

05
秒
、
Ｇ
Ｍ
Ｔ

18
時

27
分

00
秒
、
Ｇ
Ｍ
Ｔ

18
時

27
分

10
秒
の
各
時
刻
に
我
が
国
の
管
制
当
局

と
の
間
で
行
つ
た
通
信
に
つ
い
て
、
各
英
単
語
ご
と
の
周
波
数
を
特
定
明
示
す
る
件
。 

(1)

 

大
韓
航
空
〇
〇
七
便
及
び
大
韓
航
空
〇
一
五
便
が
米
国
及
び
我
が
国
の
航
空
管
制
当
局
と
の
間
で
行
つ
た

す
べ
て
の
交
信
に
つ
い
て
、
そ
の
録
音
テ
ー
プ
を
解
析
し
て
、
各
通
信
ご
と
の
航
空
機
側
の
通
話
者
の
職
、

氏
名
を
特
定
明
示
す
る
件
（
仮
に
通
話
者
の
氏
名
を
割
り
出
す
ま
で
に
い
た
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
通

話
者
Ｘ
、
通
話
者
Ｙ
の
ご
と
く
表
現
し
て
、
通
話
者
が
別
人
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
）
。 

（
右
二
件
は
、
航
空
機
側
の
通
信
の
音
声
を
信
頼
す
る
以
外
に
管
制
の
手
段
の
な
い
、
遠
隔
地
点
の
洋
上
飛

行
に
お
い
て
、
航
空
機
側
が
故
意
に
虚
偽
報
告
を
し
て
い
た
疑
い
が
濃
厚
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る 

一
五 

 



 

三
十
五 

後
に
中
曽
根
首
相
に
問
う
。 

三
十
四 

政
府
は
、「
午
前

3
時

12
分
以
前
の
大
韓
機
を
捕
捉
で
き
な
か
つ
た
」
と
い
う
「
見
え
な
い
レ
ー
ダ
ー
」
の

装
備
及
び
運
用
責
任
者
、
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
家
が
数
百
万
円
以
下
の
費
用
で
整
備
し
た
通
信
傍
受
施
設
で

も
、
十
分
明
瞭
に
聴
取
で
き
る
「
サ
ハ
リ
ン
南
部
の
ソ
連
地
上
局
か
ら
上
空
の
ソ
連
要
撃
機
へ
の
通
信
」
さ
え
も

「
全
く
傍
受
で
き
な
か
つ
た
」
と
い
う
、
「
き
こ
え
な
い
通
信
傍
受
施
設
」
の
装
備
及
び
運
用
責
任
者
に
対
し
、
今

日
ま
で
、
い
か
な
る
処
分
を
し
た
か
。
処
分
対
象
者
の
職
、
氏
名
を
示
せ
。 

戦
前
、
戦
中
の
政
府
や
軍
当
局
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
本
営
発
表
」
な
ど
に
よ
り
、
国
民
に
対
し
て
全
く
事
実
に

反
す
る
戦
況
等
を
公
表
し
、
当
時
諸
外
国
の
有
識
者
な
ら
当
然
知
つ
て
い
る
程
度
の
事
実
に
つ
い
て
ま
で
、
自

国
の
国
民
の
耳
目
を
ふ
さ
ぎ
、
そ
の
判
断
を
誤
ら
せ
た
。 

「
替
え
玉
」
説
の
検
証
、
ミ
サ
イ
ル
被
弾
の
影
響
発
生
時
刻
の
特
定
、
そ
の
他
本
事
件
の
真
相
解
明
の
た
め
、

も
基
礎
的
な
資
料
の
一
つ
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
） 

一
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一
七 

主
権
者
で
あ
る
国
民
に
対
し
、
常
に
豊
富
で
公
正
な
情
報
を
敏
速
に
提
供
し
、
高
度
な
判
断
力
に
裏
付
け
ら

れ
た
国
民
の
自
発
的
な
支
持
、
協
力
を
得
る
こ
と
が
戦
後
民
主
政
治
の
第
一
の
課
題
で
は
な
か
つ
た
か
。
国
民

に
対
し
て
、
真
実
の
情
報
を
公
開
し
な
い
で
、
国
民
の
真
の
協
力
が
得
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。 

右
は
国
政
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
防
衛
力
の
整
備
に
関
し
て
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。 

大
韓
機
事
件
に
関
す
る
政
府
・
防
衛
当
局
の
「
情
報
隠
し
」
「
情
報
操
作
」
を
こ
の
際
、
根
本
的
に
改
め
る
考
え

は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


